
※1　保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費を限度として差し引きます。
　引き切れない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※2　スイッチOTC医薬品購入費・・・医師によって処方される医療用医薬品から、薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された
　　　医薬品の購入費。レシートの商品名にマーク（★等）とともにセルフメディケーション税制対象商品である旨の記載があります。
※3　領収書をもとにご自身で作成した明細書を添付する必要があります。（領収書の提出による控除の申告はできません。）
　　　明細書の様式は問いません。参考の様式を下関市ＨＰにて掲載しております（ＨＰにて『医療費控除の明細書』で検索）。
※4　一定の取組・・・保険者（健康保険組合・市町村国保等）が実施する健康診査（人間ドック、各種健(検)診等）、市町村が健康
       増進事業として行う健康診査、インフルエンザ等の予防接種、勤務先での定期健康診断、特定健康診査、特定保健指導、市
       町村が実施するがん検診のうち、いずれかを受けていること（１つで可）。

　 裏面の１８「収入がなかった人の記載欄」のあてはまる番号を○で囲み、必要事項を記入します。

　ⓐ支払った医療費－保険金などで補てんされる金額－所得の合計金額(⑫)×５％(10万円を超えるときは10万円)

　ⓑスイッチOTC医薬品購入費※2－保険金などで補てんされる金額－12,000円

ⓐの申告には医療費控除の明細書※3を、ⓑの申告にはセルフメディケーション税制の明細書を添付してください。（領収書

は提出不可です。５年間保管が必要です。）また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、一定の取組※4を行う必

要があります。

左側の「３　所得から差し引かれる金額に関する事項」に記入した内容から、裏面の計算式によって算出した控除金額を、

「４　所得から差し引かれる金額」に記入します。（保険料等の支払証明書など、支払額が確認できる書類の添付が必要です。）

※ 収入がなかったことを申告する場合

扶養控除の対象にはなりませんが、市・県民税の非課税判定に影響が出る場合があります。

また、障害者控除をとることはできますので、対象者がある場合は忘れずに記入してください。

【基礎控除㉔】（裏面に控除金額の説明有）

合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると適用されません。

【医療費控除㉗】

１年間に支払った医療費等と保険金などで補てんされる金額※1を記入してください。

「４　所得から差し引かれる金額」には、以下のⓐまたはⓑの計算の結果を医療費控除欄㉗に記入してください。

（いずれか一方を選択してください。ⓐは最高200万円　ⓑは最高88,000円）

ⓑを選択した場合は、㉗の区分欄に「１」と記入してください。

令和６年度 市・県民税申告書の書き方 表

該当する所得がある場合は、「１　収入金額」欄に所得の種類毎に合計金額を記入します。

事業所得（ 営業等・農業 ）、不動産所得のある方は、営業帳簿等から申告書裏面の所得の内訳書を作成してください。

給与所得と公的年金所得については、源泉徴収票の添付があれば裏面の記入は不要です。

「２　所得金額」欄に、収入から必要経費を差し引いた金額を記入します。

給与所得と公的年金所得については、裏面の計算式によって求めた金額を記入します。

雑所得(合計)欄⑩は、公的年金所得⑦と業務に係る所得⑧(ク欄から業務に係る必要経費を差し引いた金額)及び個人年金等

の所得額⑨（ケ欄から掛金等の必要経費を差し引いた金額)の合計金額を記入します。

【社会保険料控除⑬】

社会保険料の種類(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)と１年間の支払金額を記入します。

【生命保険料控除⑮・地震保険料控除⑯】（裏面に計算方法の説明有）

種類毎に１年間に支払った掛金の合計額を記入します。ご家族分を負担している場合は合算することができます。

【寡婦⑰・ひとり親⑱・勤労学生⑲・障害者⑳・扶養控除㉓】（裏面に控除金額の説明有）

お一人を複数の方が扶養にとることはできませんので、重複しないようご注意ください。

（例）父母が同じ子を扶養にとることはできません。

【配偶者（特別）控除㉑～㉒】（裏面に控除金額の説明有）

配偶者を扶養する場合に記入します。

配偶者の所得が48万円を超え133万円以下の場合は配偶者の合計所得金額欄に所得の金額を記入してください。

【16歳未満の扶養親族】

令 和  6 年 度 　市 ・ 県 民 税 申 告 書

（宛先）下関市長 令和　　　 年　 　　月 　　　日提出

フリガナ 宛名番号

氏　名

電話番号
自宅　・　携帯　・　勤務先

生 年 月 日 明　・　大　・　昭　・　平　・　令 年　　　　月　　　　日

個 人 番 号

代理人氏名 続柄

３　　所得から差し引かれる金額に関する事項

事
 
業

営 業 等 ア
　令和６年度 市・県民税の申告について　　

農 業 イ
この申告書は、あなたの前年中（令和5年1月1日～令和5年12月31日）の収入を申告するものです。

不 動 産 ウ
この申告の内容は、市・県民税の計算資料となるだけではなく、所得課税証明書、納税証明書の発行、

利 子 エ
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の判定資料となる極めて大切なものです。

配 当 オ

給 与 カ

公的年金等 キ

業 務 ク ア） 令和6年１月１日現在で下関市に居住し、前年中に所得があった人

そ の 他 ケ ※ただし、次の人は申告の必要はありません。

総
合
譲
渡

短 期 コ （１） 税務署に所得税の確定申告をした人

長 期 サ （２） 給与収入のみで、勤務先から市へ年末調整済の給与支払報告書が提出された人で

医療費控除等追加する控除がない人
一 時 シ

（３) 公的年金収入のみで、源泉徴収票の内容に医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除・

事
業

営 業 等 ① 障害者控除等追加する控除がない人

農 業 ② 　　　

※収入・所得がなかった人でも、他の機関（市役所の他課）からの指示がある場合は申告が必要です。
不 動 産 ③

利 子 ④ イ） 令和6年１月１日現在下関市に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある人

配 当 ⑤

給 与 ⑥
ア） 個人番号（マイナンバー）の確認及び本人確認に必要なもの

公的年金等 ⑦ （１） 個人番号（マイナンバー）が確認できるもの
　マイナンバーカードは（１）（２）を兼ねます

業 務 ⑧ （２） 本人確認書類（運転免許証、公的医療保険の被保険者証など）

　　そ の 他 ⑨ イ） 収入・所得や控除を証する書類のうち、該当するもの
合　　　　　計

（⑦＋⑧＋⑨） ⑩ （１） 提出（添付）書類

総 合 譲 渡 ・ 一 時 ⑪

合 計 ⑫

社 会 保 険 料 控 除 ⑬

小 規 模 企 業
共 済 等 掛 金 控 除

⑭
（２） 確認に必要な書類

生 命 保 険 料 控 除 ⑮

地 震 保 険 料 控 除 ⑯

寡 婦 、 ひ とり 親 控 除
⑰～

　⑱ ０ ０ ０ ０
勤 労 学 生 、
障 害 者 控 除

⑲～

　⑳ ０ ０ ０ ０
※　申告書を郵送で提出する場合はア）、イ）に該当する書類を添付して下記までお送りください。
　　 〒750-8521　下関市南部町１番１号　下関市役所　市民税課　　　

配 偶 者 （ 特 別 ） 控 除
㉑～

　㉒ ０ ０ ０ ０

扶 養 控 除 ㉓ ０ ０ ０ ０

基 礎 控 除 ㉔ ０ ０ ０ ０

⑬ か ら ㉔ ま で の 計 ㉕ ア） 各申告会場は例年大変混雑します。事前準備及び来場時間の調整等、混雑緩和にご協力をお願いします。

（公民館会場は初日、本庁会場は月曜日、また１日のうちでは午前中が最も混雑します）
雑 損 控 除 ㉖

医療費控除
区
分

㉗ イ） 収入がない申告をされる場合など申告書をご自身で作成済の場合は、申告会場受付に設置しております投函

箱への提出又は郵送での提出により、会場で待つことなく申告することができます。
合 計
（ ㉕ ＋ ㉖ ＋ ㉗ ）

㉘

ウ） 申告書を郵送で提出する場合は、記入漏れにご注意ください。必要な控除等が受けられない場合があります。
５　給与・公的年金等に係る所得以外（令和6年4月1日において
　　65歳未満の方は給与所得以外）の市・県民税の納税方法

   申告書の提出期限は、令和６年３月１５日（金）です。
分離有

 分離課税に係る所得のある方は「市・県民税申告書

 （分離課税等用）」をあわせて提出してください。
□ 給与から差引き（給与特別徴収）

□ 自分で納付（普通徴収） 裏面にも記載欄があります。ご注意ください。

1月1日 現 在

の 住 所

現住所
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 ● 個人年金や配当等、その他の収入を証する支払調書
 ● 社会保険料（健康保険料・介護保険料・国民年金の掛金等）の納付済通知書
 ● 生命保険・地震保険の保険料支払額証明書
 ● 寄附金の受領証など（ワンストップ特例を選択した場合でも、申告をする際には寄附金控除を含めての申告が必要です）
 ● 医療費控除の明細書（受診者別・医療機関別にまとめたもの）　※領収書提出による控除の申告はできません

４

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

 ● 給与所得者・年金所得者の場合は、各源泉徴収票
 ● 障害者手帳等、障害者控除の適用に必要なもの
 ● 営業所得・農業所得・不動産所得等がある場合は、収支内訳書
　　　（領収書等からご自身で作成しておいてください。この申告書の裏面の各欄を利用しても結構です。）

表

申告が必要な人

申告に必要なもの

申告に関するお願い

社　 会

保険料
控　 除

生　 命

保険料

控　 除

配偶者控除・

配偶者特別控除・

同一生計配偶者

扶

養

控

除

　

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（

控

除

対

象

外

）

雑　損

控　除 損　害　金　額 保険金などで補てんされる金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円 円

    医療費

    控　 除

支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補填される金額

円 円

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「１２」に氏名、住所を

記入してください。

扶養控除

額の合計

損 害 の 原 因 損　 害　 年　 月 　日 損 害 を 受 け た 資 産 の 種 類

3
氏名

生年

月日
　　　・　　　・

□ 同 居

□ 別 居
続柄

個人番号

2
氏名

生年

月日
　　　・　　　・

□ 同 居

□ 別 居
続柄

個人番号

1
氏名

生年

月日
　　 　・　　 　・

□ 同 居

□ 別 居
続柄

個人番号

4
氏名

生年

月日
　　　　　　　　・　　　・

□ 同 居

□ 別 居
続柄

個人番号 控除額 万円

3
氏名

生年

月日
　　　　　　　　・　　　・

□ 同 居

□ 別 居
続柄

個人番号 控除額 万円

2
氏名

生年

月日
　　　　　　　　・　　　・

□ 同 居

□ 別 居
続柄

個人番号 控除額 万円

1
氏名

生年

月日
　　　　　　　　・　　　・

□ 同 居

□ 別 居
続柄

個人番号 控除額 万円

配偶者の氏名 生年月日 ・　　　　・
配偶者の

合計所得金額

円

□  同一生計配偶者に該当　(控除対象配偶者を除く ）

個人番号

□ 死別　　□ 生死不明

□ 離婚　　□ 未帰還
□　ひとり親控除 （学校名）

障 害 者

控　 　除

1 氏名 障害の程度
級

度

2 氏名 障害の程度
級

度

旧 長 期 損 害 保 険 料 の 計

円 円

□ 寡婦控除 　□　勤労学生控除

社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

円

合　　　　　　　　計
新 生 命 保 険 料 の 計 旧 生 命 保 険 料 の 計

円 円

新 個 人 年 金 保 険 料 の 計 旧 個 人 年 金 保 険 料 の 計

円 円

介 護 医 療 保 険 料 の 計

円

地 震 保 険 料 の 計

寡婦控除

ひとり親控除

勤労学生控除

明・大・昭
平・令

地震保険料

控 除

明・大・昭

平・令

平・令16

平・令

平・令

㉖

⑮

㉗

㉓

⑰

㉑

⑯

～ ⑲

～㉒

⑰ ⑱ ⑲

明・大・昭
平・令

明・大・昭
平・令

明・大・昭
平・令

⑳

⑬

月

月

月

月

月

月

宛  名　番　号 氏　　　　　　名

アパート・住宅

店舗 ・ 土地

アパート・住宅

店舗 ・ 土地

アパート・住宅

店舗 ・ 土地

アパート・住宅

2 貸 倒 金

4 消 耗 品 費

6 水 道 光 熱 費

　年　 月

・ 12

○　事業所得の内訳書（Ⓐを「７事業・不動産所得に関する事項」の収入金額に、Ⓑ＋Ⓒ＋Ⓓを必要経費に記入してください）

売上・その他収入 仕 入 必　　　　要　　　　経　　　　費

月
期首たな卸高　　　　　  　 円

給 料 賃 金
円

接 待 交 際 費
円

1
円

外 注 工 賃 減 価 償 却 費

損 害 保 険 料

3 地 代 家 賃 借 入 金 利 子

租 税 公 課

5 荷 造 運 賃

7 旅 費 交 通 費

8 通 信 費

9 修 繕 費

10 広 告 宣 伝 費

11 福 利 厚 生 費

12 計

期末たな卸高

▲ 専 従 者 控 除

計 経 費 合 計

○　農業所得の内訳書（Ⓔを「７事業・不動産所得に関する事項」の収入金額に、Ⓕ＋Ⓖを必要経費に記入してください）

収 入 金 額 必　　　　要　　　　経　　　　費

水 稲
円

雇 人 費
円

動 力 光 熱 費
円

野 菜 小 作 料 ・ 賃 貸 料 作 業 用 衣 料 費

果 実 減 価 償 却 費 農 業 共 済 掛 金

花 卉 貸 倒 金 荷 造 運 賃 手 数 料

そ
の
他

利 子 割 引 料 土 地 改 良 費

租 税 公 課

種 苗 費

家 事 ・ 事 業 消 費 素 畜 費

稲 得 補 填 肥 料 費

飼 料 費

農 具 費

農 薬 ・ 衛 生 費

諸 材 料 費 計

修 繕 費 専 従 者 控 除

収 入 金 額 経 費 合 計

○　不動産所得の内訳書（Ⓗを「７事業・不動産所得に関する事項」の収入金額に、Ⓘを必要経費に記入してください）

不 動 産 の 所 在 地 ・ 賃 借 人 種　　別
収 入 の 内 訳

必　　要　　経　　費
月　 額 月　 数 合　 計

円 月 円
減 価 償 却 費

円

損 害 保 険 料

借 入 金 利 子

租 税 公 課

修 繕 費

店舗 ・ 土地

アパート・住宅

店舗 ・ 土地

雇 人 ( 管 理 人 ) 費

収 入 合 計 経 費 合 計

○　減価償却費の計算（Ⓙを該当する所得の内訳書の減価償却費の欄に記入してください）

権 利 金 ・ 礼 金

事業専
用割合

本 年 分 の 必 要
経 費 算 入 額

未 償 却 残 高
（ 期 末 残 高 ）

円 円 年 円 ％ 円 円　年　 月

・ 12

減価償却資産
の  名 称 等

取得
年月

取得価額
償却の基礎
になる金額

耐用
年数

償却率
本年中の
償却期間

本年分の
償 却 費

　年　 月

・ 12

　年　 月

・ 12

　年　 月

・ 12

　年　 月

・ 12

販
 
売
 
金
 
額

雑
　
収
　
入

そ
の
他

計

Ａ Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ Ｃ Ｄ+ +

Ｆ Ｇ+ＣＥ

Ｈ

ＩＪ

Ｆ

Ｇ

Ｉ

 

イ 円

長　　期
ロ

一　　　　　　時
ハ

所得割額の控除を受けようとする場合は、右の各欄

に配当割額及び株式等譲渡所得割額を記入してください。

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

総合譲渡
短　　期

円 円 円 円

右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。

右の二の金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。
合 計 イ ＋ [ （ ロ ＋ ハ ） × 1/2]

1
 明・大・昭

 平・令 ・　　　　・
円

2

６　給与所得の内訳
裏日給等の給与所得のある人で、源泉徴収票のない人は

記入してください。 ７　事業・不動産所得に関する事項

月 日　　　給
勤務
日数 月　　　　　収 所得の種類 所 得 の 生 ず る 場 所 収　入　金　額 必　要　経　費 青色申告特別控除額

円 円

2

1
円 円 円

3

4

5
８　配当所得に関する事項

6
配当所得の種類 所 得 の 生 ず る 場 所 支払確定日 収　入　金　額 必　要　経　費

7 円 円

8

9

10

11
国 外 株 式 等 に 係 る
外 国 所 得 税 額

12

賞 与 等
円

９　雑所得（公的年金等以外）に関する事項

合 計 種　目 所得の生ずる場所 収 入 金 額 必 要 経 費

勤務先所在地
円 円

勤  務  先  名

電  話  番  号

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

収　入　金　額 必　要　経　費 特 別 控 除 額差引金額 所得金額
（収入金額－必要経費） （差引金額－特別控除額）

ニ

11　事業専従者に関する事項

氏　　　名 個　　人　　番　　号 続柄 生 　年　 月 　日
従 事
月 数

専従者給与（控除）額

 明・大・昭

 平・令 ・　　　　・

3
 明・大・昭

 平・令 ・　　　　・

所得税における青色申告の承認の有無 承認あり　　・　　承認なし 合　　　　計　　　　額
ホ

1２　別居の扶養親族等に関する事項 １３　事業税に関する事項

氏　　　名 住　　　　　　　　所 非 課 税 所 得 等
番号 所得金額 円

1
損 益 通 算 の 特 例 適 用 前 の
不 動 産 所 得

2 事業用資 産 の譲 渡損 失 等
資産の種類 損失額、被災損失額（白） 円

3 前 年 中 の 開 （ 廃 ） 業 開始・廃止 　　　　　　　　　月　　　　日　

他　都　道　府　県　の　事　務　所　等
１４　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

配 当 割 額 控 除 額 円
１６　所得金額調整控除に関する事項

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得

金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡

株 式 等 譲 渡
所 得 割 額 控 除 額

氏名 続柄 生年月日
 明・大・昭

 平・令 ・　　　・

１５　寄附金に関する事項 特別障害者に該当する場合
級

度 別居の場合の住所

都道府県、市町村分（特例控除対象）
円

条例指定分
都道府県

円

住所地の共同募金会、日赤支部分、

都道府県、市区町村分（特例控除対象以外）
市区町村

１７　家屋敷等に関する事項
１８　収入がなかった人の記載欄
　　（昨年中収入がなかった人は当てはまるものに○を付けてください）

物  件　所  在  地 種　　　類

事務所・事業所・家屋敷

家屋敷の状況 家族が居住　 　・　　空家だが居住可能

前年中の所得の金額（分離譲渡所得がある場合は特別控除前の金額） 扶養親族数

円 人

あなたが当てはまるものに○を付けてください 障害者　・　寡婦　・　ひとり親　・　未成年

　　1．（　　　　　　）の扶養親族・同一生計配偶者 　 　６．預貯金

　　２．生徒・学生（学校名：　　　　　　　　　　　　）　　   ７．非課税所得のみ　　障害年金　遺族年金
                                                                　　 　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　３．生活扶助受給（担当：　　　　　　　　　　　）
　
　　４．失業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ８．その他
　
　　５．病気

１ 収入金額（収入の記入欄）

２ 所得金額（所得の記入欄）

３ 所得から差し引かれる金額に関する事項（控除内訳を記入）

４ 所得から差し引かれる金額（控除の記入欄）

申告書 表

住所・氏名・生年月日・電話番号を記入

３ 所得から差し引かれ

る金額に関する事項
（控除内訳を記入）

１ 収 入 金 額

（収入の記入欄）

２ 所 得 金 額

（所得の記入欄）

４ 所得から

差し引かれる金額
（控除の記入欄）

※注意！※

左ページの１～４欄に記入した金額が申告額と

なります。必要項目の記入忘れにご注意ください。

郵送で申告される場合は、記入漏れがあると、

控除等が受けられないことがあります。

なお、郵送の際は、申告書表面に記載の書類を

同封してください。

給与の源泉徴収票
の添付ができない
場合は、この欄に
内訳を記入します。

個人年金及び業務に係る
収入がある場合記入します。

収入がなかった場合に生活
状況を記入します。

事業所得がある場合に内訳を記入します。

収入の合計を表面の収入欄に、
収入の合計から必要経費の合計を差し引いた
ものを表面の所得欄に転記します。

農業所得がある場合に内訳を記入します。

不動産所得がある場合に内訳を記入します。

申告書 裏



合計 （最高28,000円）

合計 （最高35,000円）

（最高28,000円）

合計 （最高28,000円）

合計 （最高28,000円）

合計 （最高35,000円）

（最高28,000円） （最高70,000円）

合計 （最高25,000円）

合計 （最高10,000円）

（最高25,000円）

　

　 ※２  同居老親等とは、老人扶養親族が納税義務者又はその配偶者と
　　　　　同居しており、そのいずれかの直系尊属である場合をいいます。インターネットを利用して申告書を作成できます。

下関市HPの住民税額シミュレーションをご利用ください。
　 ※３  年少とは、平成20年1月2日以降に生まれた方
　　　　　特定とは、平成13年1月2日～平成17年1月1日に生まれた方
　　　　　老人とは、昭和29年1月1日以前に生まれた方をいいます。

※下関市ＨＰ⇒検索⇒『住民税額シミュレーション』と入力
⇒『市・県民税（個人住民税）の試算と申告書の作成ができます。』を選択

⇒『市・県民税（個人住民税）の試算・申告書の作成コーナー』のリンクを選択

申告書を郵送で提出する場合は、下記までお送りください。
〒750-8521　下関市南部町１番１号　下関市役所　市民税課　　　電話番号：083-231-1916

一
般
の
生
命
保
険
料

個
人
年
金
保
険
料

扶養控除

基礎控除
2,450万円超 ～ 　2,500万円以下 150,000円

2,500万円超 適用なし

　 ※１  「同一生計配偶者」として扶養の人数には含まれます。
　　　　　（非課税限度額の計算や障害者控除の対象となります）

一般（年少、特定、老人以外） ※３ 330,000円

合計所得金額 控除額

　2,400万円以下 430,000円

2,400万円超 ～ 　2,450万円以下 290,000円

 ＝ (ア)＋（イ）＋(ウ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
特 別 300,000円

所得金額調整控除
同 居 特 別 530,000円

特 定 450,000円

老　　　　　人
　同居老親等   ※２ 450,000円

　同居老親等 以外 380,000円

計（ニ＋ホ）
該当する場合には、いずれか一方の契約のみに該当するものとして計算します。

公的年金の所得⑦　＝　（Ｃ）　×　（Ｄ）　－　（Ｅ）　＝　（ア）　　　　　　　　　　　　　　　　　円　※１円未満の端数切り捨て
寡婦・ひとり親・勤労学生・障害者・扶養控除・基礎控除

業務及びその他(雑所得)の計算
配偶者控除・配偶者特別控除 控除の種類 控除額

※  雑所得(業務)は副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的な所得をいい、
寡婦控除（生計を同じとする子を有さない寡婦） 260,000円

   雑所得(その他)は個人年金等の所得をいいます。
ひ　と　り　親　控　除 300,000円

業 務 に 係 る 雑 所 得 ➇ （ 収 入 － 必 要 経 費 ）  ＝ (イ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
 勤労学生控除 260,000円

個人年金等に係る雑所得➈（収入－必要経費）  ＝ (ウ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

障害者控除

普 通 260,000円
雑 所 得 ( 合 計 ) 欄 ⑩ に 記 入 す る 金 額

地震保険料控除 計算式Ⅲ（旧長期損害保険）

地震保険料
の金額

Ⓐ×1/2 ニ

Ⓑの金額 控除額の計算式

Ⓐ 円 円 ～5,000円　 Ⓑの全額

Ⓑ×1/2＋2,500円

旧長期損害
保険料の金額

Ⓑの金額を計算式
Ⅲに当てはめて
計算した金額

ホⒷ 円 円
　15,001円～ 10,000円

地震保険料控除額
円※ひとつの損害保険契約等が、地震保険料・旧長期損害保険料のいずれにも

計（④＋⑤） 円
⑤と⑥いずれか

大きい金額
円

生命保険料控除額
円⑥ ハ

計（イ＋ロ＋ハ）

B,Eの全額

新個人
年金

円
Dの金額を計算式Ⅰ

に当てはめて
計算した金額

円D ④ B,E×1/2＋7,500円

公的年金の収入から雑所得の計算 B,E×1/4＋17,500円

旧個人
年金

円
Eの金額を計算式Ⅱ

に当てはめて
計算した金額

円公的年金の収入の合計金額  ＝ (Ｃ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　円 E ⑤ 　70,001円～ 35,000円

　15,001円～
40,000円　

　40,001円～
70,000円　

介護医療
保険料

円
Cの金額を計算式Ⅰ

に当てはめて
計算した金額

円
 計算式Ⅱ（旧生命保険･旧個人年金）

Ｃ ロ
B,Eの金額 控除額の計算式

計（①＋②） 円
②と③いずれか

大きい金額
円

A,C,D×1/4＋14,000円
③ イ

　56,001円～ 28,000円

　32,001円～
56,000円　

旧生命
保険

円
Bの金額を計算式Ⅱ

に当てはめて
計算した金額

円
～12,000円　 A,C,Dの全額

B ②
A,C,D×1/2＋6,000円　12,001円～

32,000円　

裏
給与収入から給与所得の計算 生命保険料控除

給与等の収入の合計金額  ＝ (Ａ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
新生命
保険

円
Aの金額を計算式Ⅰ

に当てはめて
計算した金額

円
 計算式Ⅰ（新生命保険･新個人年金･介護医療）

A ①
A,C,Dの金額 控除額の計算式

　 5,001円～

～15,000円　

15,000円　

給与所得控除、公的年金等控除等の適正化に伴い、所得金額調整控除が創設されました。（令和３年度課税より適用）

 1,624,000～1,627,999 1,074,000

 （A）÷４＝

　　　　　　　，０００円（B）

 千円未満の端数を切り捨て

1,620,000～1,621,999 1,070,000 6,600,000～8,499,999 （A）×0.9－1,100,000

1,622,000～1,623,999 1,072,000    8,500,000～ （A）－1,950,000

551,000～1,618,999 （A）－550,000 1,800,000～3,599,999 （B）×2.8－80,000

1,619,000～1,619,999 1,069,000 3,600,000～6,599,999 （B）×3.2－440,000

給与等の収入の
合計金額（A）円

給与所得の金額(円)
給与等の収入の
合計金額（A）円

給与所得の金額(円)

0～  550,999 0 1,628,000～1,799,999 （B）×2.4＋100,000

①介護・子育て世帯の場合

給与等の収入が850万円を超え、下記の（a）～（c）いずれかに該当する場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除

【算式】　（給与等の収入金額（上限1,000万円）－850万円）×10%

（a）特別障害者　（b）23歳未満の扶養親族を有する場合　（c）特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの　

②給与収入と公的年金等の収入の双方がある場合

給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式で計算した金額を控除

【算式】　給与所得控除後の給与等の金額（上限10万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額（上限10万円）－10万円

①、②の両方に該当する場合は、①の控除後に②の金額を控除する。

＜計算例＞

昭和34年1月1日以前生まれで、受け取っている給与等の収入の合計金額が200万円及び公的年金の収入の合計金額が180万円である場合

　・給与所得 ＝ 2,000,000円 ÷ 4（千円未満の端数切り捨て） × 2.8 － 80,000 ＝ 1,320,000円

　・公的年金の所得 ＝ 1,800,000円 － 1,100,000円 ＝ 700,000円

【所得金額調整控除の計算】

　100,000円（給与所得が1,320,000円のため上限額の10万） ＋  100,000円（公的年金の所得が700,000円のため上限額の10万）－ 100,000円

　＝ 100,000円（所得金額調整控除）

所得金額調整控除を給与所得から控除します。

　1,320,000円（給与所得）－ 100,000円（所得金額調整控除）＝ 1,220,000円　→　給与所得欄⑥に記入してください。

　公的年金の所得は700,000円を雑所得（公的年金等）欄⑦に記入してください。

  133万超 0

配
偶
者
控
除

配
偶
者
特
別
控
除

125万超～130万以下 6万 4万 2万

130万超～133万以下 3万 2万 1万

115万超～120万以下 16万 11万 6万

120万超～125万以下 11万 8万 4万

105万超～110万以下 26万 18万 9万

110万超～115万以下 21万 14万 7万

  48万超～100万以下 33万 22万
11万

100万超～105万以下 31万 21万

上記以外の方 33万 22万 11万

配偶者の合計所得（円） 控除額（円）

配偶者の条件 控除額（円）

老人控除対象配偶者
（70歳以上）

38万 26万 13万

納税義務者本人の所得が
1,000万円超の場合、控除
の適用はありません。 ※１

本人の所得（円）

900万
以下

900万超
950万以下

950万超
1,000万以下

1,000万超 2,000万超 1,000万超 2,000万超

1,000万以下 2,000万以下 1,000万以下 2,000万以下

130万以下 600,000 500,000 400,000 330万以下 1,100,000 1,000,000 900,000

130万超～　410万以下 75% 275,000 175,000 75,000 330万超～　410万以下 75% 275,000 175,000 75,000

410万超～　770万以下 85% 685,000 585,000 485,000 410万超～　770万以下 85% 685,000 585,000 485,000

770万超～1,000万以下 95% 1,455,000 1,355,000 1,255,000 770万超～1,000万以下 95% 1,455,000 1,355,000 1,255,000

1,000万超 1,955,000 1,855,000 1,755,000 1,000万超 1,955,000 1,855,000 1,755,000

昭
和
三
十
四
年
一
月
二
日
以
降
に

生
ま
れ
た
方

昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
以
前
に

生
ま
れ
た
方

控除額（円）（Ｅ） 控除額（円）（Ｅ）

公的年金等雑所得以外の
所得にかかる合計所得金額（円）

公的年金等雑所得以外の
所得にかかる合計所得金額（円）

年
齢

区
分

公的年金等の
収入金額合計（円）

（C）

割合
（D）

年
齢

区
分

公的年金等の
収入金額合計（円）

（C）

割合
（D）


